
◇参　考◇

事  業  所  数 従  業  者  数 現金給与総額
年　次 実　　数 前年比 実 　数 前年比 実 　数 前年比

（％） （人） （％） （百万円） （％）
平成８年 369,612 ▲ 4.7 10,103,284 ▲ 2.1 45,084,799 0.3
　　９年 358,246 ▲ 3.1 9,937,330 ▲ 1.6 45,355,228 0.6
　１０年 373,713 ▲ 2.2 9,837,464 ▲ 4.1 44,825,260 ▲ 3.5
　１１年 345,457 ▲ 7.6 9,377,750 ▲ 4.7 42,592,831 ▲ 5.0
　１２年 341,421 ▲ 1.2 9,183,833 ▲ 2.1 41,728,759 ▲ 2.0
　１３年 316,267 ▲ 7.4 8,866,220 ▲ 3.5 40,264,898 ▲ 3.5
　１４年 290,848 ▲ 7.3 8,323,589 ▲ 4.9 37,108,782 ▲ 5.6
　１５年 293,911 1.1 8,228,150 ▲ 1.1 35,651,808 ▲ 3.9
　１６年 271,088 ▲ 7.8 8,117,805 ▲ 1.3 35,503,232 ▲ 0.4
　１７年 276,716 2.1 8,159,364 0.5 35,739,493 0.7
　１８年 258,543 ▲ 6.6 8,225,442 0.8 36,236,436 1.4

原材料使用額等 製造品出荷額等 付 加 価 値 額
年　次 金　額 前年比 金 額 前年比 金　額 前年比

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）
平成８年 175,442,476 2.7 313,068,385 2.3 119,303,964 1.8
　　９年 183,867,530 4.8 323,071,831 3.2 119,872,778 0.5
　１０年 171,995,976 ▲ 7.9 305,839,992 ▲ 7.0 113,193,073 ▲ 7.5
　１１年 161,996,953 ▲ 5.8 291,449,554 ▲ 4.7 107,859,559 ▲ 4.7
　１２年 169,733,006 4.8 300,477,604 3.1 110,242,635 2.2
　１３年 162,885,540 ▲ 4.0 286,667,406 ▲ 4.6 103,305,132 ▲ 6.3
　１４年 152,082,143 ▲ 5.7 269,361,805 ▲ 4.4 97,458,726 ▲ 2.9
　１５年 156,576,778 3.0 273,734,436 1.6 98,657,777 1.2
　１６年 164,955,844 5.4 284,472,147 3.9 101,817,087 3.2
　１７年 174,938,697 6.1 295,800,300 4.0 104,236,276 2.4
　１８年 191,033,327 9.2 314,834,621 6.4 107,598,153 3.2

有形固定資産投資総額
（従業者30人以上の事業所）

年　次 金　額 前年比
（百万円） （％）

平成８年 12,632,439 12.4
　　９年 13,380,763 5.9
　１０年 13,343,444 ▲ 1.1
　１１年 11,089,230 ▲ 16.9
　１２年 11,325,748 2.1
　１３年 11,845,227 4.6
　１４年 9,508,008 ▲ 18.8
　１５年 8,924,926 ▲ 6.1
　１６年 10,348,261 15.9
　１７年 11,738,923 13.4
　１８年 13,096,100 11.6

　注２：　有形固定資産投資総額には建設仮勘定の増減を含む。

　注４：　出典は平成１８年工業統計表概要版（経済産業省 Ｈ20/2/15公表）

　注３：　平成１６年の数値及び前年比は、「新潟県中越大震災に伴う平成16年捕捉調査」結果（一部推計を
　　　　　含む）を加えたものである。

全　国　の　概　況
時　系　列　表

　　（従業者４人以上の事業所）

　注１：　平成１４年の前年比は、平成１３年分類を組み替えしたもので計算している。

<<事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、
製造品出荷額等、付加価値額、有形固定資産投資総額>>

－106－





記
入

注
意

調
査
項
目
の
説
明

6
従
業
者
数

（１
）「

」と
は
、業
務
に
従
事
し
て
い
る
個
人
事
業
主
と、
そ
の
家

個
人
事
業
主
及
び
無
給
家
族
従
業
者

族
で

を
い
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、実
務
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い

無
報
酬
で
常
時
就
業
し
て
い
る
者

な
い
事
業
主
と、
そ
の
家
族
で
手
伝
い
程
度
の
も
の
は
含
め
な
い
で
くだ
さ
い
。

常
用
労
働
者

正
社
員
、

（２
）「

」と
は
、次
の
（ア
）～
（オ
）の
い
ず
れ
か
の
従
業
者
を
い
い
、こ
れ
を
「

」、
「

」、
「

」別
に
記
入
し
て
くだ
さ

正
職
員
等

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

出
向
・
派
遣
受
入
者

い
。

（ア
）期
間
を
決
め
ず
、又
は
１か
月
を
超
え
る
期
間
を
決
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
者
。

（イ
）日
々
又
は
１か
月
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
雇
わ
れ
て
い
た
者
の
うち
、1
1月
と1
2月
に
そ
れ
ぞ

れ
18
日
以
上
雇
わ
れ
た
者
。

（ウ
）他
の
企
業
か
ら
の
出
向
従
業
者
、人
材
派
遣
会
社
か
ら
の
派
遣
従
業
者
は
上
記
に
準
じ
て
扱

い
ま
す
。

（エ
）重
役
、理
事
な
ど
役
員
の
うち
、

。
常
時
勤
務
し
て
毎
月
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者

常
時
勤
務
し
て
毎
月
給
与
の

（オ
）事
業
主
の
家
族
で
、そ
の
事
業
所
に
働
い
て
い
る
者
の
うち
、

。
支
払
を
受
け
て
い
る
者

　
「

」に
は
、雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
一
般
に
「正
社
員
」、
「正
職
員
」

正
社
員
、
正
職
員
等

等
と呼
ば
れ
て
い
る
者
を
記
入
し
、他
企
業
に
出
向
し
て
い
る
者
を
除
き
ま
す
。

　
「

」に
は
、一
般
に
「パ
ー
トタ
イ
マ
ー
」、
「ア
ル
バ
イ
ト」
、「
嘱

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

託
」又
は
そ
れ
に
近
い
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
者
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

　
「

」に
は
、他
の
企
業
か
ら
受
け
入
れ
て
い
る
出
向
者
、及
び
人
材

出
向
・
派
遣
受
入
者

派
遣
会
社
か
ら
の
派
遣
者
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（３
）「

」に
は
、常
用
労
働
者
以
外
の
雇
用
者
で
、１
か
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ

臨
時
雇
用
者

れ
て
い
る
者
や
日
々
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
12
月
給
与
の
帳
簿
締
切
日
現
在
で
記
入
し
て
くだ
さ

い
。

7
常
用
労
働
者
毎
月
末
現
在
数
の
合
計

「常
用
労
働
者
」の
１月
か
ら
12
月
ま
で
の
毎
月
末
の
現
在
数
を
合
計
し
た
も
の
で
す
。し
た
が
っ
て

個
人
事
業
主
、無
給
家
族
従
業
者
、臨
時
雇
用
者
は
、含
め
な
い
で
くだ
さ
い
。

8
現
金
給
与
総
額

（１
）所
得
税
、保
険
料
、組
合
費
な
ど
を
差
し
引
か
な
い
、い
わ
ゆ
る
税
込
み
の
金
額
を
記
入
し
て
くだ

さ
い
。

（２
）「

（期
常
用
労
働
者
の
う
ち
雇
用
者
に
対
す
る
基
本
給
、
諸
手
当
と
特
別
に
支
払
わ
れ
た
給
与

末
賞
与
等
）」

」
の
額

（ア
）労
働
契
約
、団
体
協
約
、給
与
規
則
な
ど
に
よ
っ
て
、あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
給
与
条
件

に
よ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。基
本
給
の
ほ
か
、家
族
手
当
、超
過
勤
務
手
当
、通
勤
手
当
、休
業

手
当
な
ど
と、
一
時
的
な
理
由
に
よ
り特
別
に
支
払
わ
れ
た
結
婚
手
当
、期
末
賞
与
な
ど
を
記

入
し
て
くだ
さ
い
。

（イ
）た
だ
し
、

。
出
向
・
派
遣
受
入
者
に
対
す
る
支
払
は
除
い
て
く
だ
さ
い

（３
）「

」
そ
の
他
の
給
与
額

出
向
・
派
遣
受
入
者

常
用
労
働
者
の
うち
雇
用
者
に
対
す
る
退
職
金
又
は
解
雇
予
告
手
当
、

、臨
時
雇
用
者
に
対
す
る
給
与
、出
向
さ
せ
て
い
る
者
に
対
す
る
負
担
額
な
ど

に
対
す
る
支
払
額

を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

9
原
材
料
、
燃
料
、
電
力
の
使
用
額
及
び
委
託
生
産
費

を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

消
費
税
額
を
含
ん
だ
金
額

（１
）「

」
原
材
料
使
用
額

（ア
）燃
料
以
外
の
す
べ
て
の
製
造
加
工
用
の
原
材
料
及
び
工
場
維
持
管
理
の
た
め
の
材
料
、備

品
、消
耗
品
、購
入
し
た
水
な
ど
の
うち
、

を
い
い
ま
す
（購
入
額

実
際
に
使
用
し
た
総
使
用
額

を
記
入
す
る
も
の
で
は
あ
りま
せ
ん
。）
。

（イ
）原
材
料
を
使
用
し
て
中
間
製
品
を
作
り、
さ
ら
に
こ
の
中
間
製
品
を
製
造
加
工
の
た
め
に
使
用
し

た
場
合
は
、は
じ
め
に
使
用
し
た
原
材
料
費
だ
け
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（ウ
）同
じ
企
業
に
属
す
る
他
の
事
業
所
か
ら
受
け
入
れ
た
も
の
及
び
農
業
、林
業
、水
産
業
、鉱
業

活
動
に
よ
っ
て
自
家
取
得
し
た
も
の
の
使
用
額
も
市
価
に
換
算
し
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（エ
）燃
料
とし
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
も
、原
料
とし
て
使
用
さ
れ
た
場
合
、例
え
ば
コ
ー
ク
ス
製
造
用

の
石
炭
、ゴ
ム
溶
剤
に
用
い
ら
れ
た
石
油
な
ど
は
、原
材
料
使
用
額
に
含
め
て
くだ
さ
い
。

（２
）「

」に
は
、暖
房
用
も
含
み
ま
す
。な
お
、同
じ
企
業
に
属
す
る
２以
上
の
事
業
所
に

燃
料
使
用
額

送
電
し
て
い
る
自
家
発
電
所
が
使
用
し
た
石
炭
、石
油
な
ど
の
使
用
額
は
、製
造
品
出
荷
額
等
の

最
も
多
か
っ
た
事
業
所
に
ま
とめ
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（３
）「

」に
は
、工
場
の
電
灯
用
も
含
み
ま
す
。な
お
、自
家
発
電
に
よ
る
も
の
は
除
き
ま

電
力
使
用
額

す
。

（４
）「

」と
は
、原
材
料
又
は
製
造
し
た
製
品
を
他
企
業
の
事
業
所
に
支
給
し
て
製
造
加

委
託
生
産
費

工
を
委
託
し
た
場
合
に

を
い
い
ま
す
。

支
払
う
加
工
賃

10
有
形
固
定
資
産

帳
簿
価
額
に

事
業
所
が
所
有
す
る
す
べ
て
の
有
形
固
定
資
産
(事
業
所
構
外
の
も
の
を
含
む
。)
を

。
よ
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（１
）「

」に
は
､｢
土
地
｣と
「土
地
を
除
く有
形
固
定
資
産
(建
物
、構
築
物
、機
械
、装
置
、

年
初
現
在
高

一
般
注
意

調
査
期
間
が
年
間
とな
っ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、平
成
18
年
１月
１日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
１年
間
の
実
績
に
つ
い
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。た
だ
し
、毎
月
の
帳
簿
締
切
(例
え
ば
25
日
)が
決

ま
っ
て
い
る
事
業
所
で
は
、平
成
18
年
12
月
の
帳
簿
締
切
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
１年
間
の
実
績
に

つ
い
て
記
入
し
て
も
差
し
支
え
あ
りま
せ
ん
。

船
舶
、車
両
、運
搬
具
、耐
用
年
数
１年
以
上
の
工
具
、器
具
、備
品
等
)」
の
両
方
を
、そ
れ
ぞ
れ

記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（２
）「

」
取
得
額

（ア
）購
入
、建
設
、自
家
製
作
、同
じ
企
業
に
属
す
る
他
の
事
業
所
か
ら
の
受
け
入
れ
、建
設
仮
勘

定
か
ら
の
振
り替
え
を
、取
得
の
際
の
帳
簿
価
額
又
は
振
り替
え
の
際
の
評
価
額
で
記
入
し
て

くだ
さ
い
。

（イ
）増
改
築
、改
造
、増
設
な
ど
に
よ
っ
て
、既
存
の
資
産
の
帳
簿
価
額
が
増
加
し
た
場
合
は
、そ

の
増
加
額
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。た
だ
し
、資
産
再
評
価
に
よ
る
固
定
資
産
の
増
加
は
、記
入

し
な
い
で
くだ
さ
い
。

（３
）「

」に
は
、売
却
、撤
去
、同
じ
企
業
に
属
す
る
他
の
事
業
所
へ
の
引
き
渡
し
又
は
減
失
に

除
却
額

よ
る
除
却
額
を
「土
地
」と
「有
形
固
定
資
産
計
(土
地
を
除
く。
)」
に
区
分
し
て
記
入
し
て
くだ
さ

い
。

（４
）「

」に
は
、減
価
償
却
費
とし
て
、有
形
固
定
資
産
勘
定
か
ら
控
除
し
た
金
額
又
は
、

減
価
償
却
額

減
価
償
却
累
計
額
に
当
期
分
とし
て
新
た
に
引
き
当
て
ら
れ
た
金
額
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

し
て
くだ
さ
い
。

｢減
価
償
却
額
｣が
な
い
場
合
は
、

を
記
入

｢０
｣

（５
）「

」
建
物
、
構
築
物

（ア
）建
物
に
は
､工
場
､事
務
所
の
ほ
か
、事
業
所
の
固
定
資
産
台
帳
に
含
ま
れ
て
い
る
社
宅
､そ
の

他
経
営
附
属
物
(構
外
の
も
の
を
含
む
｡)
並
び
に
附
属
設
備
を
含
め
て
くだ
さ
い
。

（イ
）構
築
物
に
は
、ド
ッ
ク
、橋
、岸
壁
、さ
ん
橋
、軌
道
、貯
水
池
、坑
道
、煙
突
、そ
の
他
土
地
に

定
着
す
る
土
木
設
備
、工
作
物
、舗
道
、駐
車
場
な
ど
、減
価
償
却
の
対
象
とな
る
も
の
を
含

め
て
くだ
さ
い
。

（６
）「

」を
設
定
し
て
い
る
事
業
所
は
、借
方
に
加
え
ら
れ
た
金
額
を
「増
」に
、こ
の
勘
定

建
設
仮
勘
定

か
ら
有
形
固
定
資
産
又
は
他
の
勘
定
に
振
り替
え
ら
れ
た
金
額
の
合
計
を
「減
」に
記
入
し
て
くだ

さ
い
。

11
リ
ー
ス
契
約
に
よ
る
契
約
額
及
び
支
払
額

（１
）リ
ー
ス
とは
、「
賃
貸
借
契
約
で
あ
っ
て
、物
件
を
使
用
す
る
期
間
が

、契
約
期
間
中

１
年
を
超
え

原
則
とし
て

も
の
」を
い
い
ま
す
。

中
途
解
約
の
で
き
な
い

（２
）「

」に
は
、新
規
に
契
約
し
た
リー
ス
の
うち
、平
成
18
年
１月
か
ら
12
月
ま
で
に
検

リ
ー
ス
契
約
額

収
が
完
了
し

し
た
物
件
に
対
す
る
リー
ス
契
約
額
(リ
ー
ス
料
総
額
)の
合
計

物
件
借
受
証
を
交
付

金
額
を
、「

」に
は
、事
業
所
に
存
在
す
る

(平
成
18
年

リ
ー
ス
支
払
額

す
べ
て
の
リ
ー
ス
物
件

以
前
に
契
約
し
た
も
の
を
含
む
。)
に
対
す
る
年
間
の
支
払
リー
ス
料
の
合
計
金
額
を
、そ
れ
ぞ
れ

で
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

消
費
税
額
を
含
ん
だ
金
額

し
て
くだ
さ
い
。

「
リ
ー
ス
契
約
額
」
が
な
い
場
合
は
、

を
記
入

｢０
｣

（３
）リ
ー
ス
取
引
を
売
買
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
て
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、リ
ー
ス
に
は

記
入
せ
ず
、有
形
固
定
資
産
の
項
目
に
帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

12
製
造
品
在
庫
額
、
半
製
品
、
仕
掛
品
の
価
額
及
び
原
材
料
、
燃
料
の
在
庫
額

（１
）「

」に
は
、

を
記
入
し
、下
請
賃
加
工
の
た
め
に
、他
企
業
か
ら

在
庫
額

事
業
所
が
所
有
す
る
も
の

支
給
さ
れ
た
原
材
料
及
び
下
請
賃
加
工
し
た
製
造
品
は
、含
め
な
い
で
くだ
さ
い
。

（２
）金
額
は
、

に
よ
っ
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。そ
れ
が
難
し
い
とき
は
、

に
よ
っ

帳
簿
価
額

見
積
り
市
価

て
くだ
さ
い
。

（３
）部
分
品
で
も
事
業
所
か
ら
出
荷
さ
れ
る
も
の
の
在
庫
は
、製
造
品
在
庫
額
に
含
め
ま
す
。

13
製
造
品
の
出
荷
額
、
在
庫
額
等

で
記
入
し
て
くだ
さ
い
。た
だ
し
、在
庫
額
に
つ
い
て

消
費
税
等
内
国
消
費
税
額
を
含
ん
だ
金
額

は
、帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（１
）「
製
造
品
」に
は
、部
分
品
、副
産
物
、製
造
工
程
か
ら
出
た
くず
、廃
物
も
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（２
）｢
製
造
品
名
｣､
｢賃
加
工
品
名
」、
「番
号
」、
「数
量
単
位
名
｣な
ど
の
記
入
に
当
た
っ
て
は
、調
査

票
と同
時
に
配
っ
た
「

」に
よ
っ
て
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

商
品
分
類
表

（３
）

を
用
い
て
くだ
さ
い
。そ
の
際
、調
査
票
に

調
査
票
欄
に
書
き
つ
く
せ
な
い
と
き
は
､補
助
用
紙

補
助
用
紙
に
は
必
ず
事
業
所
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ

は
「以
下
別
紙
」と
記
入
す
る
とと
も
に
、

。た
だ
し
、補
助
用
紙
を
用
い
た
場
合
で
も
合
計
数
字
は
、調
査
票
の
「製
造
品
出
荷
額
計
」又

い は
「製
造
品
在
庫
額
計
」欄
に
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（４
）「

」
ア

品
目
別
製
造
品
出
荷
額

（ア
）同
じ
企
業
に
属
す
る
他
の
事
業
所
へ
引
き
渡
し
た
も
の
、原
材
料
又
は
製
造
し
た
製
品
を
他
企

業
の
事
業
所
に
支
給
し
て
製
造
加
工
さ
せ
て
出
荷
し
た
製
造
品
も
含
ま
れ
ま
す
。

（イ
）同
じ
企
業
に
属
す
る
二
つ
以
上
の
事
業
所
に
送
電
し
て
い
る
自
家
発
電
所
が
、余
剰
電
力
を

他
に
販
売
し
た
場
合
は
、こ
の
販
売
電
力
を
製
造
品
出
荷
額
等
の
最
も
多
か
っ
た
事
業
所
の

出
荷
額
に
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（ウ
）割
引
、値
引
さ
れ
た
も
の
は
、そ
の
分
を
差
し
引
い
て
くだ
さ
い
。

（エ
）同
じ
企
業
に
属
す
る
他
の
事
業
所
へ
引
き
渡
し
た
も
の
は
、市
価
に
よ
っ
て
出
荷
額
を
記
入
し

て
くだ
さ
い
。

（５
）「

」に
は
、半
製
品
及
び
仕
掛
品
は
含
め
な
い
で
くだ
さ
い
。

イ
品
目
別
製
造
品
在
庫
額

（６
）「

」に
は
、他
の
企
業
の
事
業
所
が
所
有
す
る
原
材
料
又
は
製
品
に
賃
加
工

ウ
加
工
賃
収
入
額

し
て
平
成
18
年
中
に
引
き
渡
し
た
も
の
に
対
し
て
受
け
取
る
加
工
賃
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（注
）こ
の
調
査
に
お
い
て
賃
加
工
とい
うの
は
、他
の
企
業
の
事
業
所
か
ら
支
給
さ
れ
た
主
要
原
材

料
に
よ
っ
て
製
造
し
、あ
る
い
は
他
の
企
業
の
事
業
所
の
所
有
す
る
製
品
、半
製
品
に
加
工
処

理
を
加
え
、こ
れ
に
よ
っ
て
加
工
賃
を
受
け
取
る
場
合
に
限
りま
す
。し
た
が
っ
て
、普
通
に
加

工
業
と呼
ば
れ
る
産
業
に
属
す
る
事
業
所
で
も
、自
己
の
所
有
す
る
原
材
料
や
製
品
に
加
工

す
る
場
合
は
、こ
の
事
業
所
の
「製
造
品
」と
な
りま
す
か
ら
、こ
れ
ら
は
「品
目
別
製
造
品
出
荷

額
」に
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（７
）「

」に
は
、他
人
の
も
の
を
修
理
し
て

を
記
入
し
て
くだ
さ

エ
修
理
料
収
入
額

受
け
取
る
修
理
料

い
。

（注
）船
舶
、鉄
道
車
両
の
修
理
、航
空
機
及
び
航
空
機
用
原
動
機
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
な
ど
は
、

「修
理
」と
し
な
い
で
くだ
さ
い
。自
己
所
有
の
原
材
料
に
よ
っ
て
修
理
を
し
た
場
合
は
、「
品
目

別
製
造
品
出
荷
額
」に
記
入
し
、他
か
ら
原
材
料
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、「
加
工
賃
収
入
」

に
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

15
酒
税
、
た
ば
こ
税
、
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
の
合
計
額
（
消
費
税
を
除
く
内
国
消
費
税
額
）

課
税
対
象
の
製
造
品
に
対
す
る
納
付
税
額
又
は
納
付
す
べ
き
税
額
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

16
製
造
品
出
荷
額
に
占
め
る
直
接
輸
出
額
の
割
合

とは
、事
業
所
が
直
接
自
社
又
は
自
己
名
義
で
通
関
手
続
を
行
い
、輸
出
許
可
証
の
交

直
接
輸
出

付
を
受
け
た
も
の
を
い
い
、商
社
等
他
の
企
業
を
経
由
し
て
輸
出
し
た
も
の
は
除
き
ま
す
。製
造
品
出
荷

額
に
占
め
る
直
接
輸
出
額
の
割
合
を
小
数
点
第
２位
ま
で
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

入
し
て
くだ
さ
い
。

直
接
輸
出
が
な
い
場
合
は
､｢
０
.｣
を
記

17
主
要
原
材
料
名

購
入
又
は
支
給
さ
れ
て
使
用
し
た
原
材
料
の
うち
、

を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。購
入
又
は
支

主
な
も
の

給
さ
れ
た
原
材
料
を
使
用
し
て
中
間
製
品
を
作
り、
さ
ら
に
こ
の
中
間
製
品
を
原
材
料
とし
て
製
品
を
作

る
場
合
は
、最
初
に
購
入
又
は
支
給
さ
れ
た
原
材
料
名
を
記

し
て
くだ
さ
い
。

入

18
作
業
工
程

製
造
品
の
出
荷
額
、在
庫
額
等
に
記
入
し
た
製
造
品
及
び
賃
加
工
品
の
うち
、

に
つ
い

主
な
も
の

て
、こ
の
事
業
所
の
作
業
工
程
を
段
階
的
に
説
明
し
て
くだ
さ
い
。２
種
類
以
上
の
製
法
の
あ
る
製
造
品

に
つ
い
て
は
、そ
の
うち
ど
の
製
法
に
よ
っ
て
い
る
か
、ま
た
、機
械
に
よ
っ
て
い
る
か
、手
作
業
に
よ
っ

て
い
る
か
、要
点
を
明
確
に
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

19
工
業
用
地
及
び
工
業
用
水

（１
）「

」
ア

事
業
所
敷
地
面
積
及
び
建
築
面
積

（ア
）

に
は
、事
業
所
で
使
用
（

。）
し
て
い
る
敷
地
の
全
面
積
を
記

事
業
所
敷
地
面
積

賃
借
を
含
む

入
し
て
くだ
さ
い
。た
だ
し
、鉱
区
、住
宅
、寄
宿
舎
、ク
ラ
ン
ド、
倉
庫
、そ
の
他
福
利
厚
生
施

設
な
ど
に
使
用
し
て
い
る
敷
地
が
、生
産
設
備
な
ど
の
あ
る
敷
地
と、
道
路
（公
道
）、
へ
い
、さ

くな
ど
に
よ
り、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
敷
地
の
面
積
が
、何
ら
か
の
方
法
で

区
別
で
き
る
場
合
は
除
い
て
くだ
さ
い
。

な
お
、事
業
所
の
隣
接
地
に
あ
る
拡
張
予
定
地
を
事
業
所
が
占
有
し
て
い
る
場
合
は
含
め

て
くだ
さ
い
。

（イ
）

に
は
、上
記
の
「敷
地
面
積
」内
に
あ
る
す
べ
て
の
建
築
物
の
面
積
の
合
計

事
業
所
建
築
面
積

を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（２
）「

」と
は
、事
業
所
内
で
生
産
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
用
水
（従
業
者
の
飲
料
水
、雑
用

工
業
用
水

水
を
含
む
。）
を
い
い
ま
す
。

（３
）「

」と
は
、１
月
１日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
１年
間
に
、こ
の
事
業
所
で
使
用
し

１
日
当
り
用
水
量

た
工
業
用
水
の
総
量
を
操
業
日
数
で
割
っ
た
も
の
で
す
。

（４
）「

」
イ

１
日
当
り
水
源
別
用
水
量

（ア
）「

」に
は
、都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
工
業
用
水
道
又
は
上
水

公
共
水
道

道
か
ら
供
給
を
受
け
る
水
の
量
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（イ
）「

」と
は
、飲
用
に
適
さ
な
い
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
す
。

工
業
用
水
道

（ウ
）「

」に
は
、浅
井
戸
、深
井
戸
又
は
湧
水
か
ら
取
水
す
る
水
の
量
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

井
戸
水

（エ
）「

」に
は
、上
記
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
「回
収
水
」以
外
の
も
の
で
、例
え

そ
の
他
の
淡
水

ば
、河
川
、湖
沼
又
は
貯
水
池
か
ら
取
水
す
る
水
(地
表
水
)及
び
河
川
敷
又
は
旧
河
川
敷
内

に
お
い
て
集
水
埋
き
ょに
よ
っ
て
取
水
す
る
水
(伏
流
水
)､
農
業
用
水
路
か
ら
取
水
す
る
水
、他

事
業
所
か
ら
供
給
を
受
け
る
水
な
ど
の
量
を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（オ
）「

」に
は
、こ
の
事
業
所
内
で
一
度
使
用
し
た
水
を
循
環
さ
せ
て
使
用
し
て
い
る
水
の
量

回
収
水

を
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

（５
）「

」
ウ

１
日
当
り
用
途
別
用
水
量

（ア
）「

」と
は
、ボ
イ
ラ
内
で
蒸
気
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
水
を
い
い
ま
す
。

ボ
イ
ラ
用
水

（イ
）「

」と
は
、製
品
の
製
造
過
程
に
お
い
て
、原
料
とし
て
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
水
、あ

原
料
用
水

る
い
は
製
品
原
料
の
一
部
とし
て
添
加
使
用
さ
れ
る
水
を
い
い
ま
す
。

（ウ
）「

」と
は
、原
料
、半
製
品
、製
品
な
ど
の
浸
漬
溶
解
な
ど
、物
理
的
な
処
理
を

製
品
処
理
用
水

加
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
水
を
い
い
ま
す
。例
え
ば
、パ
ル
プ
製
造
工
程
に
お
け
る
パ
ル
プ

の
浸
漬
溶
解
水
、ビ
ス
コ
ー
ス
製
造
工
程
に
お
け
る
か
性
ソ
ー
ダ
の
溶
解
用
水
、染
色
用
水
な

ど
で
す
。

（エ
）「

」と
は
、工
場
設
備
又
は
製
品
の
洗
じ
ょう
用
に
使
用
さ
れ
る
水
を
い
い
ま
す
。

洗
じ
ょ
う
用
水

（オ
）「

」と
は
、工
場
の
設
備
又
は
原
料
、半
製
品
、製
品
な
ど
の
冷
却
用

冷
却
用
水
・
温
調
用
水

に
使
用
さ
れ
る
水
（冷
却
用
水
）、
工
場
内
の
温
度
又
は
湿
度
の
調
整
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

水
（温
調
用
水
）を
い
い
ま
す
。

備
考

欄
「

」、
「

」、
「

」の
事
業
所
は
、そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記
入

休
業
中

操
業
準
備
中

操
業
開
始
後
未
出
荷

し
て
くだ
さ
い
。






